
東京都医療的ケア児支援センター区部

●区部：東京都立大塚病院内

☎０３－３９４１－３２２１

（豊島区南大塚二丁目８番１号）

●多摩：東京都立小児総合医療センター内

☎０４２－３１２－８１６４

（府中市武蔵台二丁目８番地29）

〇相談受付：月～金曜日 9時～17時（祝日・年末年始除く）

〇相談方法：専用電話・WEBお問合せフォーム

〇利用対象者：都内在住の医療的ケア児やご家族、支援者、

区市町村、関係機関など

〇業務内容：医療的ケア児・そのご家族等に対する相談支援

区市町村、関係機関等への情報提供、連絡調整

リーフレットPDFデータ
ダウンロード先は福祉保健局HPから

『東京都医療的ケア児
支援ポータルサイト』
でご検索ください。
（支援のご案内、相談
窓口やライフステージ
ごとの支援について）



医療的ケア児支援センターについて

〈医療的ケア児支援センターの根拠〉

2021年9月に施行された「医療的ケア児支援法（正式名称：医療的

ケア児及びその家族に対する支援に関する法律）」に基づき、第３章

に「医療的ケア児支援センター等」とあります

そこでは・・・都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の法人であって
当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者に行わせ、又は自ら行うことが
できる。

① 医療的ケア児及びその家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の

提供若しくは助言その他の支援を行うこと。

② 医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従

事する者に対し医療的ケアについての情報の提供及び研修を行うこと。

③ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関す

る業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。



令和 4年 6月 2日
東京都福祉保健局東京都における医療的ケア児支援センター事業（令和4年度）



東京都における医療的ケア児支援センター事業（令和4年度）

令和3年度「第３回東京都医療的ケア児支援地域協議会資料」から抜粋

令和 4年 6月 2日
東京都福祉保健局



個別支援とは・・・
対象児に対しての支援等 計５８件

相談の内容（重複あり）

個別支援の受付状況（令和５年４月～９月）
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地域支援・・・
地域の支援体制への支援等 計６８件

相談の内容（重複あり）

地域支援の受付状況（令和５年４月～９月）
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